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調
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〇
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
訓
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職
員
厚
生
課
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一

 
訓
令
甲
・
企
業
局
・
議
会
・
人
事
委
員
会
・

監
査
委
員
・
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
職
員
安
全
衛
生
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規
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（
職
員
厚
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課
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一

訓
令
甲
・
企
業
局
・
病
院
局
・
議
会
・
人
事
委
員
会
・

監
査
委
員
・
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
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宮
城
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企
業
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管
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第
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宮
城
県
病
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管
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規
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第
二
十
六
号
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宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
五
号

〇
宮
城
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

〇
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
四
号

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
訓
令
第
一
号

　

職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
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十
三
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三
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三
十
一
日
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城
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知
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勘
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衛
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宮
城
海
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漁
業
調
整
委
員
会
会
長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

　
　
　

職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

　

職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号
、
平
成
十
二
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第

五
号
、
平
成
十
二
年
宮
城
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号
、
平
成
十
二
年
宮
城
県
議
会
訓
令
甲
第
十
号
、
平
成
十
二
年

宮
城
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
五
号
、
平
成
十
二
年
宮
城
県
監
査
委
員
訓
令
第
三
号
、
平
成
十
二
年
宮
城
海
区
漁
業
調
整

委
員
会
訓
令
第
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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第
一
章  
総
則
（
第
一
条－

第
四
条
）

　

第
二
章　

安
全
衛
生
管
理
体
制

　
　

第
一
節　

職
員
安
全
衛
生
管
理
者
等
（
第
五
条－

第
二
十
二
条
）

　
　

第
二
節　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
委
員
会
等

　
　
　

第
一
款　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
委
員
会
（
第
二
十
三
条－

第
二
十
六
条
） 

　
　
　

第
二
款　

安
全
衛
生
委
員
会
（
第
二
十
七
条－

第
三
十
一
条
）

　
　
　

第
三
款　

衛
生
委
員
会
（
第
三
十
二
条－

第
三
十
五
条
）

　
　
　

第
四
款　

安
全
衛
生
管
理
者
会
議
（
第
三
十
六
条－

第
三
十
八
条
）

　

第
三
章　

事
前
管
理
（
第
三
十
九
条－
第
四
十
三
条
）

　

第
四
章　

健
康
管
理
（
第
四
十
四
条－
第
五
十
条
）

　

第
五
章　

事
後
管
理
（
第
五
十
一
条
・
第
五
十
二
条
）

　

第
六
章　

雑
則
（
第
五
十
三
条－

第
五
十
六
条
）

　

附
則

　
　
　

第
一
章　

総
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
程
は
、
職
場
に
お
け
る
職
員
の
安
全
と
健
康
を
確
保
し
、
快
適
な
作
業
環
境
の
形
成
を
促
進
す
る
た

め
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
そ
の
他
の
法
令
に
定
め
が

あ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

職
員　

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
職
の
職

員
を
い
う
。

二　

本
庁　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
本
庁
の
各
課
室
、

同
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
局
（
課
室
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
課
室
）
及
び
室
並
び

に
労
働
委
員
会
、
人
事
委
員
会
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
、
監
査
委
員
及
び
議
会
の
事
務
局
を
い
う
。

三　

地
方
機
関　

行
政
組
織
規
則
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
地
方
機
関
並
び
に
企
業
局
の
本
局

及
び
地
方
機
関
を
い
う
。

四　

所
属
所　

行
政
組
織
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
本
庁
の
各
課
室
、
同
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た

局
（
課
室
を
有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
課
室
）
及
び
室
、
同
規
則
第
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規

定
す
る
地
方
機
関
並
び
に
労
働
委
員
会
、
人
事
委
員
会
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
、
監
査
委
員
及
び
議
会
の
事
務

局
並
び
に
企
業
局
の
本
局
の
各
課
室
及
び
地
方
機
関
を
い
う
。

五　

所
属
長　

所
属
所
の
長
を
い
う
。

　

（
所
属
長
の
責
務
）   

第
三
条　

所
属
長
は
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
事
項
を
適
切
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
所
属
所
の
職
員
の
安
全
衛
生
及
び

健
康
の
保
持
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
職
員
の
義
務
）

第
四
条　

職
員
は
、
安
全
衛
生
及
び
健
康
の
管
理
上
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
所
属
長
、
産
業
医
そ
の
他
の
安
全
衛
生
管

理
に
携
わ
る
者
の
指
示
又
は
指
導
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
誠
実
に
守
る
と
と
も
に
、
常
に
自
己
の
健
康
の
保
持

及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

第
二
章　

安
全
衛
生
管
理
体
制

　
　
　
　

第
一
節　

職
員
安
全
衛
生
管
理
者
等

　

（
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
）

第
五
条　

職
員
の
安
全
衛
生
管
理
業
務
を
統
括
さ
せ
る
た
め
、
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
を
置
き
、
総
務
部
長
の

職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

２　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、総
務
部
次
長
の
職
に
あ
る
者
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

　

（
職
員
安
全
衛
生
管
理
責
任
者
等
）

第
六
条　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
の
職
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
、
職
員
安
全
衛
生
管
理
責
任
者
を
置
き
、
総
務

部
職
員
厚
生
課
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

２　

地
方
振
興
事
務
所
の
管
内
の
地
方
機
関
の
安
全
衛
生
に
関
す
る
事
務
処
理
を
統
括
さ
せ
る
た
め
、
地
方
職
員
安
全

衛
生
管
理
責
任
者
を
置
き
、
地
方
振
興
事
務
所
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

　

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
）

第
七
条　

本
庁
及
び
建
設
業
（
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
別
表
第
一
第
三
号
に
該
当
す
る
事

業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
業
務
を
行
う
地
方
機
関
で
常
時
百
人
以
上
の
職
員
が
勤
務
す
る
も
の
に
、
法
第
十
条

第
一
項
の
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
置
く
。

２　

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充

て
る
。

　

一　

本
庁　

総
務
部
職
員
厚
生
課
長

　

二　

建
設
業
の
業
務
を
行
う
地
方
機
関　

当
該
地
方
機
関
の
長

　

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
代
理
者
）

第
八
条　

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
総
括
安
全
衛
生
管
理

者
の
代
理
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

　

一　

本
庁　

総
務
部
職
員
厚
生
課
長
補
佐
（
総
括
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
に
限
る
。）
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二　

建
設
業
の
業
務
を
行
う
地
方
機
関　

当
該
地
方
機
関
の
副
所
長

　

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
職
務
）

第
九
条　

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
安
全
管
理
者
、
衛
生
管
理
者
及
び
作
業
主
任
者
を
指
揮
し
、
次
に
掲
げ
る
職
務

を
統
括
管
理
す
る
。

　

一　

職
員
の
危
険
又
は
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

職
員
の
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
教
育
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。 

　

三　

職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

労
働
災
害
の
原
因
の
調
査
及
び
再
発
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
安
全
衛
生
に
つ
い
て
必
要
と
認
め
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

（
安
全
衛
生
管
理
者
）

第
十
条　

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
置
か
な
い
地
方
機
関
に
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
の
職
務
に
相
当
す
る
職
務
を
行

わ
せ
る
た
め
、
安
全
衛
生
管
理
者
を
置
き
、
当
該
地
方
機
関
の
長
（
企
業
局
の
本
局
に
あ
っ
て
は
、
公
営
事
業
課
長
）

を
も
っ
て
充
て
る
。

２　

安
全
衛
生
管
理
者
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
地
方
機
関
の
長
の
次
席
の
職
に
あ
る
者
（
庶
務
を
担
当
す
る
者

に
限
る
。）
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
た
だ
し
、
企
業
局
の
本
局
に
あ
っ
て
は
、
公
営
事
業
課
長
補
佐
（
総
括

担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
に
限
る
。）
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

　

（
安
全
管
理
者
の
選
任
等
）

第
十
一
条　

常
時
五
十
人
以
上
の
職
員
が
勤
務
す
る
製
造
業
（
労
働
基
準
法
別
表
第
一
第
一
号
に
該
当
す
る
事
業
（
物

の
加
工
業
を
含
む
。）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
建
設
業
の
業
務
を
行
う
地
方
機
関
の
長
並
び
に
宮
城
県
職
員
安

全
衛
生
管
理
者
が
指
定
す
る
試
験
研
究
を
行
う
地
方
機
関
（
以
下
「
指
定
地
方
機
関
」
と
い
う
。）
の
長
は
、
当
該

地
方
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
法
第
十
一
条
第
一
項
の
安
全
管
理
者
を
一
人
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
地
方
機
関
及
び
指
定
地
方
機
関
の
長
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
安
全
管
理
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
直
ち

に
安
全
管
理
者
等
選
任
報
告
書
（
様
式
第
一
号
）
に
よ
り
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

（
安
全
管
理
者
の
職
務
）

第
十
二
条　

安
全
管
理
者
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
又
は
安
全
衛
生
管
理
者
の
指
揮
を
受
け
、
次
に
掲
げ
る
職
務
の

う
ち
技
術
的
事
項
を
行
う
。

　

一　

職
員
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

職
員
の
安
全
の
た
め
の
教
育
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

労
働
災
害
の
原
因
の
調
査
及
び
再
発
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
安
全
に
つ
い
て
必
要
と
認
め
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

（
安
全
衛
生
推
進
者
の
選
任
等
）

第
十
三
条　

常
時
十
人
以
上
五
十
人
未
満
の
職
員
が
勤
務
す
る
製
造
業
又
は
建
設
業
の
業
務
を
行
う
地
方
機
関
の
長
並

び
に
指
定
地
方
機
関
の
長
は
、
当
該
地
方
機
関
及
び
当
該
指
定
地
方
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
法
第
十
二
条
の
二
の

安
全
衛
生
推
進
者
を
一
人
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

安
全
衛
生
推
進
者
は
、
前
条
及
び
第
十
八
条
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

３　

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
安
全
衛
生
推
進
者
の
選
任
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
安
全
担
当
者
の
選
任
等
）

第
十
四
条　

製
造
業
又
は
建
設
業
の
業
務
を
行
う
地
方
機
関
の
長
並
び
に
指
定
地
方
機
関
の
長
は
、
当
該
地
方
機
関
及

び
当
該
指
定
地
方
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
安
全
担
当
者
を
一
人
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

安
全
担
当
者
は
、
安
全
管
理
者
又
は
安
全
衛
生
推
進
者
が
置
か
れ
て
い
る
地
方
機
関
及
び
指
定
地
方
機
関
に
あ
っ

て
は
こ
れ
を
補
助
し
、
置
か
れ
て
い
な
い
地
方
機
関
及
び
指
定
地
方
機
関
に
あ
っ
て
は
第
十
二
条
に
掲
げ
る
職
務
を

行
う
。

３　

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
安
全
担
当
者
の
選
任
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
産
業
医
の
選
任
）

第
十
五
条　

次
の
表
に
定
め
る
担
当
区
分
に
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
産
業
医
を
置
き
、
知
事
が
こ
れ
を
選
任
す
る
も

の
と
す
る
。
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産　
　
　

業　
　
　

医

職
員
診
療
所
の
医
師

仙
南
保
健
所
長

大
崎
保
健
所
長

栗
原
保
健
所
長

登
米
保
健
所
長

石
巻
保
健
所
長

気
仙
沼
保
健
所
長

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援
セ
ン
タ
ー
所

長

担　
　
　
　

当　
　
　
　

区　
　
　
　

分

本
庁
、
地
方
機
関
の
う
ち
企
業
局
の
本
局
、
県
外
事
務
所
、
新
宮

城
丸

仙
南
保
健
所
管
内
の
地
方
機
関

大
崎
保
健
所
管
内
の
地
方
機
関

栗
原
保
健
所
管
内
の
地
方
機
関

登
米
保
健
所
管
内
の
地
方
機
関

石
巻
保
健
所
管
内
の
地
方
機
関

気
仙
沼
保
健
所
管
内
の
地
方
機
関

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
支
援
セ
ン
タ
ー



２　

前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
（
以
下
「
所
長
等
」
と
い
う
。）
が
産
業
医
た
る
資
格
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
産
業
医
た
る
資
格
を
有
し
な
い
所
長
等
に
係
る
担
当
区
分
に
産
業
医
を
置
き
、
知
事

が
こ
れ
を
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
産
業
医
の
職
務
）

第
十
六
条　

産
業
医
は
、
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
の
指
揮
を
受
け
、
次
に
掲
げ
る
職
務
の
う
ち
医
学
に
関
す
る

専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
事
項
を
行
う
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
関
し
て
は
、
職
員
診
療
所
の
医
師
た
る
産
業
医
の

職
務
と
す
る
。

　

一　

健
康
診
断
の
実
施
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
職
員
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

作
業
環
境
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

作
業
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

衛
生
教
育
、
健
康
相
談
そ
の
他
職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

職
員
の
健
康
障
害
の
原
因
調
査
及
び
再
発
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

六　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

２　

産
業
医
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
に
つ
い
て
、
所
属
長
に
対
し
て
指
導
し
、
又
は
助
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
衛
生
管
理
者
の
選
任
等
）

第
十
七
条　

総
務
部
職
員
厚
生
課
長
及
び
常
時
五
十
人
以
上
の
職
員
が
勤
務
す
る
地
方
機
関
の
長
は
、
本
庁
及
び
当
該

地
方
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
数
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
人
員
を
法
第
十
二
条

第
一
項
の
衛
生
管
理
者
と
し
て
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

五
十
人
以
上
二
百
人
以
下　

一
人
以
上

　

二　

二
百
人
を
超
え
五
百
人
以
下　

二
人
以
上

　

三　

五
百
人
を
超
え
千
人
以
下　

三
人
以
上

　

四　

千
人
を
超
え
二
千
人
以
下　

四
人
以
上

　

五　

二
千
人
を
超
え
三
千
人
以
下　

五
人
以
上

２　

総
務
部
職
員
厚
生
課
長
及
び
前
項
の
地
方
機
関
の
長
は
、同
項
の
規
定
に
よ
り
衛
生
管
理
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
衛
生
管
理
者
等
選
任
報
告
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

（
衛
生
管
理
者
の
職
務
） 

第
十
八
条　

衛
生
管
理
者
は
、
産
業
医
及
び
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
又
は
安
全
衛
生
管
理
者
の
指
揮
を
受
け
、
次
に
掲

げ
る
職
務
の
う
ち
技
術
的
事
項
を
行
う
。

　

一　

職
員
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

職
員
の
衛
生
の
た
め
の
教
育
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
健
康
の
保
持
増
進
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
衛
生
に
つ
い
て
必
要
と
認
め
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　

（
衛
生
推
進
者
の
選
任
等
）

第
十
九
条　

常
時
十
人
以
上
五
十
人
未
満
の
職
員
が
勤
務
す
る
地
方
機
関
で
安
全
衛
生
推
進
者
が
置
か
れ
て
い
な
い
地

方
機
関
の
長
（
企
業
局
の
本
局
に
あ
っ
て
は
、
公
営
事
業
課
長
）
は
、
当
該
地
方
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
衛
生
推

進
者
を
一
人
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

衛
生
推
進
者
は
、
前
条
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

３　

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
衛
生
推
進
者
の
選
任
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
衛
生
担
当
者
の
選
任
等
）

第
二
十
条　

所
属
長
は
、
当
該
所
属
所
の
職
員
の
う
ち
か
ら
衛
生
担
当
者
を
一
人
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

衛
生
担
当
者
は
、
衛
生
管
理
者
、
安
全
衛
生
推
進
者
又
は
衛
生
推
進
者
が
置
か
れ
て
い
る
所
属
所
に
あ
っ
て
は
こ

れ
を
補
助
し
、
置
か
れ
て
い
な
い
所
属
所
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

３　

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
衛
生
担
当
者
の
選
任
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

（
作
業
主
任
者
の
選
任
等
）

第
二
十
一
条　

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
作
業
を
行

う
所
属
所
の
長
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
法
第
十
四
条
の
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２　

作
業
主
任
者
は
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
職
員
の
指
揮
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
作
業
主
任
者
に
関
す

る
職
務
を
行
う
。    

３　

第
一
項
の
所
属
長
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
作
業
主
任
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
主
任
者
選
任
報
告

書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
等
報
告
書
）

第
二
十
二
条　

所
属
長
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
お
け
る
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
等
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
の
四
月
末
日

ま
で
に
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
等
報
告
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
、
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　

第
二
節　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
委
員
会
等

　
　
　
　
　

第
一
款　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
委
員
会
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拓
桃
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
院
長

塩
釜
保
健
所
長

拓
桃
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー

他
の
産
業
医
の
担
当
区
分
以
外
の
地
方
機
関



　

（
設
置
）

第
二
十
三
条　

職
員
の
安
全
衛
生
問
題
に
関
す
る
重
要
事
項
を
総
括
し
て
調
査
審
議
す
る
た
め
、
宮
城
県
職
員
安
全
衛

生
委
員
会
を
置
く
。

２　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
委
員
会
は
、前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
委
員
の
構
成
）

第
二
十
四
条　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
委
員
会
は
、
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
及
び
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
構

成
す
る
。

　

一　

職
員
で
安
全
又
は
衛
生
に
つ
い
て
関
連
を
有
す
る
職
に
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
指
名
し
た
者　

五
人

　

二　

職
員
で
安
全
又
は
衛
生
に
つ
い
て
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
指
名
し
た
者　

五
人

　

三　

産
業
医
の
う
ち
か
ら
知
事
が
指
名
し
た
者　

一
人 

２　

前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
名
は
、
宮
城
県
職
員
組
合
の
推
薦
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
委
員
の
任
期
）    

第
二
十
五
条　

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
補
欠
の

委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

　

（
会
議
）

第
二
十
六
条　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
委
員
会
の
会
議
は
、
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
が
招
集
し
、
宮
城
県
職
員

安
全
衛
生
管
理
者
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

２　

議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
の
代
理
者
が
そ
の
職
務
を
行
う
。

３　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
委
員
会
の
会
議
は
、委
員
の
二
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

４　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
委
員
会
の
庶
務
は
、
総
務
部
職
員
厚
生
課
に
お
い
て
行
う
。

　
　
　
　
　

第
二
款　

安
全
衛
生
委
員
会

　

（
設
置
）

第
二
十
七
条　

常
時
五
十
人
以
上
の
職
員
が
勤
務
す
る
製
造
業
又
は
建
設
業
の
業
務
を
行
う
地
方
機
関
及
び
指
定
地
方

機
関
に
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
安
全
衛
生
委
員
会
を
置
く
。

　

（
所
掌
事
項
）    

第
二
十
八
条　

安
全
衛
生
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

　

一　

職
員
の
危
険
及
び
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
基
本
と
な
る
べ
き
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
の
基
本
と
な
る
べ
き
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

労
働
災
害
の
原
因
及
び
再
発
防
止
対
策
で
安
全
衛
生
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
健
康
障
害
の
防
止
及
び
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
重
要
事
項

　

（
委
員
の
構
成
）

第
二
十
九
条　

安
全
衛
生
委
員
会
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
又
は
安
全
衛
生
管
理
者
、
産
業
医
及
び
次
に
掲
げ
る
者

を
も
っ
て
構
成
す
る
。

一　

安
全
管
理
者
の
う
ち
か
ら
地
方
機
関
又
は
指
定
地
方
機
関
の
長
が
指
名
し
た
者　

一
人

二　

衛
生
管
理
者
の
う
ち
か
ら
地
方
機
関
又
は
指
定
地
方
機
関
の
長
が
指
名
し
た
者　

一
人

三　

職
員
で
安
全
又
は
衛
生
に
つ
い
て
関
連
を
有
す
る
職
に
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
地
方
機
関
又
は
指
定
地
方
機
関
の

長
が
指
名
し
た
者　

一
人

四　

職
員
で
安
全
又
は
衛
生
に
つ
い
て
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
地
方
機
関
又
は
指
定
地
方
機
関
の
長
が
指
名

し
た
者　

四
人    

２　

前
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
指
名
は
、
宮
城
県
職
員
組
合
の
推
薦
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
報
告
）    

第
三
十
条　

地
方
機
関
又
は
指
定
地
方
機
関
の
長
は
、
安
全
衛
生
委
員
会
の
委
員
を
指
名
し
た
と
き
は
、
安
全
衛
生
委

員
会
等
委
員
指
名
報
告
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
又
は
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
安
全
衛
生
委
員
会
の
会
議
を
開
い
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
安

全
衛
生
委
員
会
等
開
催
状
況
報
告
書
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

（
準
用
）

第
三
十
一
条　

第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
安
全
衛
生
委
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
第
二
十
六
条
中
「
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
安
全
衛
生
委
員
会
」
と
、「
宮
城
県
職

員
安
全
衛
生
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
又
は
安
全
衛
生
管
理
者
」
と
、「
総
務
部
職
員
厚
生

課
」
と
あ
る
の
は
「
庶
務
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
班
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　

第
三
款　

衛
生
委
員
会    

　

（
設
置
）

第
三
十
二
条　

本
庁
及
び
常
時
五
十
人
以
上
の
職
員
が
勤
務
す
る
地
方
機
関
で
安
全
衛
生
委
員
会
が
置
か
れ
て
い
な
い

地
方
機
関
に
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
衛
生
委
員
会
を
置
く
。

　

（
所
掌
事
項
）

第
三
十
三
条　

衛
生
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。 

　

一　

職
員
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
基
本
と
な
る
べ
き
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
の
基
本
と
な
る
べ
き
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

労
働
災
害
の
原
因
及
び
再
発
防
止
対
策
で
衛
生
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。 

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
健
康
障
害
の
防
止
及
び
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
重
要
事
項

　

（
委
員
の
構
成
）
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第
三
十
四
条　

衛
生
委
員
会
は
、総
括
安
全
衛
生
管
理
者
又
は
安
全
衛
生
管
理
者
、産
業
医
及
び
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ

て
構
成
す
る
。
た
だ
し
、
地
方
機
関
の
衛
生
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
者
は
一
人
と
、
第
三
号
に
掲

げ
る
者
は
三
人
と
す
る
。

一　

衛
生
管
理
者
の
う
ち
か
ら
総
務
部
職
員
厚
生
課
長
又
は
地
方
機
関
の
長
が
指
名
し
た
者　

一
人

二　

職
員
で
衛
生
に
つ
い
て
関
連
を
有
す
る
職
に
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
総
務
部
職
員
厚
生
課
長
又
は
地
方
機
関
の
長

が
指
名
し
た
者　

三
人

三　

職
員
で
衛
生
に
つ
い
て
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
総
務
部
職
員
厚
生
課
長
又
は
地
方
機
関
の
長
が
指
名
し

た
者　

五
人    

２　

前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
指
名
は
、
宮
城
県
職
員
組
合
の
推
薦
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
準
用
）

第
三
十
五
条　

第
二
十
五
条
、
第
二
十
六
条
及
び
第
三
十
条
の
規
定
は
、
衛
生
委
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
二
十
六
条
中
「
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
衛
生
委
員
会
」
と
、「
宮
城
県

職
員
安
全
衛
生
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
又
は
安
全
衛
生
管
理
者
」
と
、「
総
務
部
職
員
厚

生
課
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
部
職
員
厚
生
課
又
は
庶
務
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
班
」
と
、
第
三
十
条
中
「
地
方

機
関
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
総
務
部
職
員
厚
生
課
長
又
は
地
方
機
関
の
長
」
と
、「
安
全
衛
生
委
員
会
」
と
あ
る
の

は
「
衛
生
委
員
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　

第
四
款　

安
全
衛
生
管
理
者
会
議

　

（
設
置
）    

第
三
十
六
条　

地
方
に
お
け
る
職
員
の
安
全
衛
生
管
理
に
関
し
地
方
機
関
（
企
業
局
の
本
局
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て

同
じ
。）
相
互
の
連
絡
調
整
を
図
り
、
も
っ
て
安
全
衛
生
管
理
の
総
合
的
な
実
施
及
び
円
滑
な
処
理
の
促
進
に
資
す

る
た
め
、
地
方
振
興
事
務
所
の
所
管
区
域
ご
と
に
、
安
全
衛
生
管
理
者
会
議
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
会
議
」
と

い
う
。）
を
置
く
。

　

（
会
議
）

第
三
十
七
条　

会
議
は
、
地
方
振
興
事
務
所
の
所
管
区
域
に
所
在
す
る
地
方
機
関
の
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
及
び
安
全

衛
生
管
理
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

２　

会
議
は
、
地
方
職
員
安
全
衛
生
管
理
責
任
者
が
招
集
し
、
地
方
職
員
安
全
衛
生
管
理
責
任
者
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

３　

会
議
に
分
科
会
を
設
置
し
、
合
同
庁
舎
内
の
所
属
所
の
安
全
衛
生
管
理
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

４　

会
議
の
庶
務
は
、
地
方
振
興
事
務
所
の
庶
務
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
班
に
お
い
て
行
う
。

　

（
報
告
）    

第
三
十
八
条　

議
長
は
、
会
議
を
開
い
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
安
全
衛
生
管
理
者
会
議
開
催
状
況
報
告
書
（
様
式
第
七

号
）
に
よ
り
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

第
三
章　

事
前
管
理

　

（
職
場
環
境
の
維
持
管
理
）

第
三
十
九
条　

所
属
長
は
、
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
を
図
る
た
め
、
職
員
の
勤
務
場
所
、
勤
務
内
容
等
に
応
じ
、
換

気
、
採
光
、
照
明
、
保
温
、
防
湿
、
騒
音
防
止
、
安
全
及
び
衛
生
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
精
神
衛
生
に
関
す
る
措
置
）

第
四
十
条　

所
属
長
は
、
精
神
系
疾
患
の
予
防
の
た
め
、
職
場
環
境
の
改
善
や
職
員
の
適
正
配
置
、
生
活
指
導
、
身
上

相
談
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、
精
神
系
疾
患
に
よ
り
療
養
を
要
す
る
職
員
が
い
る
場
合
に
は
、
直
ち
に
宮
城
県
職
員

安
全
衛
生
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
職
員
診
療
所
の
医
師

た
る
産
業
医
そ
の
他
専
門
の
医
師
と
協
議
の
上
、
受
診
勧
奨
等
適
切
な
措
置
を
と
る
よ
う
所
属
長
を
指
導
す
る
と
と

も
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
精
神
系
疾
患
の
予
防
、
早
期
発
見
、
早
期
治
療
、
再
発
の
防
止
等
に
関
し
必

要
な
措
置
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

　

（
健
康
相
談
）

第
四
十
一
条　

産
業
医
及
び
所
属
長
は
、
職
員
か
ら
健
康
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
た
場
合
に
は
、
適
切
な
指
導
及
び
助

言
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置
）    

第
四
十
二
条　

所
属
長
は
、
職
員
の
健
康
保
持
増
進
を
図
る
た
め
、
地
方
公
務
員
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
県
が

実
施
す
る
厚
生
活
動
に
つ
い
て
の
便
宜
を
供
与
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
予
防
接
種
等
）

第
四
十
三
条　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
職
員
に
感
染
症
等
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
予
防
接
種
、
消
毒
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

第
四
章　

健
康
管
理

　

（
健
康
診
断
）

第
四
十
四
条　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
健
康
診
断
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

採
用
時
健
康
診
断

　

二　

定
期
健
康
診
断

　

三　

結
核
健
康
診
断

　

四　

成
人
病
健
康
診
断

　

五　

特
殊
業
務
従
事
職
員
健
康
診
断

　

六　

臨
時
健
康
診
断
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２　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
健
康
診
断
の
検
査
項
目
等
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

　

（
健
康
診
断
実
施
者
）    

第
四
十
五
条　

健
康
診
断
は
、
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
の
命
を
受
け
、
職
員
診
療
所
の
医
師
た
る
産
業
医
が
行

う
。
た
だ
し
、
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
医
療
機
関
に
委
託
し
て
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
健
康
診
断
の
周
知
）    

第
四
十
六
条　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
健
康
診
断
を
行
う
と
き
は
、
所
属
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

所
属
長
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
職
員
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
指
定
さ
れ
た
期
日
又
は
期

間
内
に
健
康
診
断
を
受
診
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
受
診
の
義
務
）

第
四
十
七
条　

職
員
は
、
指
定
さ
れ
た
期
日
又
は
期
間
内
に
健
康
診
断
を
受
診
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
健
康
診
断
不
受
診
者
の
取
扱
い
）

第
四
十
八
条　

指
定
さ
れ
た
期
日
又
は
期
間
内
に
健
康
診
断
を
受
診
で
き
な
か
っ
た
職
員
は
、
別
途
医
師
の
診
断
を
受

け
、
所
属
長
を
経
由
の
上
、
当
該
期
日
又
は
当
該
期
間
の
末
日
か
ら
一
月
以
内
に
診
断
書
を
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生

管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　

（
健
康
診
断
の
免
除
）

第
四
十
九
条　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
健
康
診
断
の
際
現
に
当
該
健
康
診
断
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
疾
病

を
治
療
し
て
い
る
者
又
は
当
該
疾
病
に
つ
い
て
医
師
の
管
理
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
と
所
属
長
が
証
明
し
た
者
に

つ
い
て
は
、
当
該
健
康
診
断
の
一
部
又
は
全
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
は
、
健
康
診
断
免
除
証
明
書
（
様
式
第
八
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
健
康
診
断
の
結
果
の
通
知
等
）    

第
五
十
条　

第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
健
康
診
断
の
実
施
者
は
、
健
康
診
断
の
結
果
を
別
表
の
健
康
管
理
指
導
区
分
に

よ
り
判
定
し
、
必
要
な
意
見
を
付
し
て
宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

健
康
診
断
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
別
表
の
健
康
管
理
指
導
区
分
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２　

宮
城
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
所
属
長
に
対
し
、
直
ち
に
当

該
健
康
診
断
の
結
果
を
通
知
し
、
健
康
診
断
を
受
診
し
た
職
員
に
健
康
診
断
個
人
票
を
配
布
す
る
と
と
も
に
、
適
切

な
指
示
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

所
属
長
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
通
知
を
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

第
二
項
の
健
康
診
断
個
人
票
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

　
　
　

第
五
章　

事
後
管
理

　

（
事
後
措
置
）    

第
五
十
一
条　

所
属
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
健
康
管
理
指
導
区
分
の
決
定
を
受
け
た
職
員
に
つ
い
て
は
、

そ
の
健
康
管
理
指
導
区
分
に
応
じ
、
別
表
の
事
後
措
置
の
基
準
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
、
勤
務
条
件
等
に
つ
い

て
適
切
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
病
者
の
就
業
禁
止
）

第
五
十
二
条　

知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
職
務
に
就
く
こ
と
を

禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

伝
染
性
疾
患
の
患
者
又
は
伝
染
性
疾
患
の
病
原
体
の
保
有
者
で
他
の
職
員
に
感
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の

二　

心
臓
、
腎
臓
、
肝
臓
、
す
い
臓
、
肺
、
胃
腸
等
の
疾
病
の
た
め
職
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が
そ
の
病
勢
を
著
し
く

増
悪
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

２　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
に
就
く
こ
と
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
職
員
診
療
所
の

医
師
た
る
産
業
医
そ
の
他
専
門
の
医
師
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

第
六
章　

雑
則    

　

（
秘
密
の
保
持
）    

第
五
十
三
条　

職
員
の
安
全
衛
生
管
理
業
務
に
従
事
す
る
職
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら

な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。

　

（
臨
時
職
員
等
へ
の
適
用
）    

第
五
十
四
条　

こ
の
規
程
は
、
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
職
員
（
第
一
種
臨
時
職
員
を
除
く
。）

及
び
非
常
勤
職
員
で
勤
務
形
態
が
職
員
と
同
様
の
も
の
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

　

（
報
告
書
の
経
由
）    

第
五
十
五
条　

地
方
機
関
（
企
業
局
の
本
局
、
県
外
事
務
所
及
び
新
宮
城
丸
を
除
く
。）
が
こ
の
規
程
に
よ
り
報
告
書

を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
地
方
職
員
安
全
衛
生
管
理
責
任
者
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
委
任
）    

第
五
十
六
条　

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
安
全
衛
生
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
宮
城
県
職
員

安
全
衛
生
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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